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新 座 病 院 広 報 誌 Vol.２0・21 

 

 

平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 発 行 

＊基 本 理 念＊ 

  地域医療連携に努め、急性期から慢性期さらに在宅での療養生活まで一連の医療サービスを行います。  

＊基 本 方 針＊ 

● 患者様の権利及び尊厳を重視した医療を行います。 

● 地域の医療機関と緊密に連携を図り、地域医療の向上に努めます。  

● 自己研鑽に努め、患者様が納得できる質の高い医療を目指します。  

● 親切、丁寧、正確、迅速な対応を基本とした患者サービスに努めます。  

● 常にコミュニケーションを大切に安全な医療に努めます。 
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特 集 

 

新座病院 増築工事のお知らせ 

①平成２４年１２月  

新棟建築予定地の整地風景                                            

 

③平成２５年２月  

新棟１階部分コンクリート打ち完了風景                           

 

 

 

 ②平成２５年１月  

新棟基礎工事風景                                 

 

 

この度、新座病院では、平成２５年１２月の完成を目途に新棟の増築、及び既存棟５階リハビリ

テーション訓練室の拡張工事を実施させて頂いております。 

工事は以下の様に進行して参ります。 

 

 

 

 

【第Ⅰ期工事】 

新棟の増築工事 ４階建て（平成２５年６月完成予定） 

 

 

④平成２５年３月  

工事も着々と進み４階部分まで進んでいます                            
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【第Ⅱ期工事】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存棟５階リハビリテーション訓練室の拡張改築工事 （平成２５年１２月完成予定） 

拡張する事によって、当院でのリハビリテーションの実施が強化され、さらに質の高い訓練を

提供する事が可能となります。 

 

【リハビリテーション科 訓練室面積】 

拡張前 267.57 ㎡ → 拡張後 ３８３．６８㎡ 

今後も皆様に安全で質の高い医療をご提供させて頂くために、職員一同、自己研鑽を忘れず精

進して参りますので、工事が完成した際は、新座病院を今以上によろしくお願い致します。 

 

増築工事に伴い、駐車場の一部が移動しております。詳しくは、Ｐ６ をご覧ください。 

 

平成２５年４月１日（月）～平成２５年５月１５日（水）まで各階にて、既存棟と新棟の接続

工事を実施させて頂きます。 

騒音や振動が発生し、皆様方へ大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいませ。 

 ～ 全体停電工事のお知らせ ～ 

現在行っている増築工事の完成に向け、電気関係の工事を行う為に、下記の日程で既存棟の

全体停電を行わせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜停電により考えられる影響＞ 

  ・電気、水道、お湯、トイレが使用不可 

  ・エレベーターが使用不可 

 

増築棟に電気を通す為に絶対に実施しなければならず、停電の際は患者様・ご家族様へ多大

なるご迷惑をお掛けすることなりますが、体制を整え、極力ご迷惑のかからぬ様対応して参

りますので、ご理解の程宜しくお願い致します。   

 

 

 

 

 

 

 

 

停電工事日： 平成２５年４月２７日（土）、  

平成 25 年 5 月 11 日（土） 

時      間：  １４：３０～１６：３０ の２時間 
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●● 看護部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当院の回復期リハビリテーション病棟で行われる訓練は、リハビリスタッフが行う訓練と実

際の生活の場である病棟での〔洗面〕〔洋服を着替える〕〔食事をする〕〔自分の身の回りのこと

ができる〕〔トイレに行って排泄する〕など病棟で行っている入院生活、そのものを訓練として

とらえています。 

 

ベットは『睡眠の場』として位置づけ、できるだけお食事は食堂(デイルーム)で召し上がり、

排泄はトイレで行っていただきます。 

また、洗面は洗面所で朝夕、歯磨きは毎食後に行い、可能な限り入浴していただき(週３回)、

毎日寝間着を普段着に着替えることを基本方針にしております。 

 

【２Ｆ病棟の機械浴】 

 

２Ｆ病棟には、家庭で一般的に備わっている浴室とは少し異なった浴室があります。

２０畳程の広さに２台の入浴装置(浴槽)があり、入浴用の車椅子に座り、そのまま浴

槽へと入ることができます。これは座位が安定しない患者様や疲労しやすい患者様な

どが利用します。 

 

       

【入 浴】 

 入浴用の車椅子が装着されると 

 前方部がすくい上がり、浴槽がで  

 きお湯がはります。患者様が入    

 浴されるたびにお湯が入れ替わる

ので、清潔な入浴ができます。 

【入浴用車椅子】 

座ったまま浴槽に入る事ができます。 

 

   

各 科 よ り 
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●● 医療福祉相談室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 移送サービスについて～ 

 

今回は、各市で行っている「移送サービス」について紹介します。 

 

移送サービスとは・・・ 

 寝たきり又は常時車いすを利用している高齢者の方が、病院等 

を利用するときに寝台や車いすのまま乗降ができる移送用車両の 

サービスのこと。 

 

新座市  

対 象 者：介護保険で要介護３～５を所持していて、世帯の生計中心者の前年度所得が 

32,400 円以下の方 

 助成内容：１回分の９割を助成。１回 15,000 円を限度とし、年間２４回まで利用可。 

 利 用 料：契約した事業所による 

 

朝霞市  

 対 象 者：朝霞市に住所がある方（介護保険で定める通院等乗降介助、身体介護で対応可能 

      の場合は対象外） 

 助成内容：１回分の９割を助成。利用料金月 30,000 円を限度とする。 

 利 用 料：ワンボックスロングの場合、３０分あたり 3,000 円。軽自動車の場合、３０分 

      あたり 2,000 円。ただし、事業所出発から戻りの時間までで計算となる。 

 

志木市  

 対 象 者：介護保険で要介護を所持していて、居宅で介護を受けている方。また、日常生活  

      自立度Ｂ以上（介護認定時に通知あり）、または５ｍ以上の歩行が困難な方。 

 助成内容：１回分の９割を助成。１回 15,000 円、月２回までが限度となる。 

 利 用 料：契約した事業所による 

 

和光市  

 対 象 者：介護保険で要介護２～５を所持していて、在宅の方。 

 助成内容：１回分の９割を助成。月 40,500 円を限度とする。 

 利 用 料：１時間 6,000 円。以降３０分毎９００円追加。待機は３０分毎 2,000 円。 

 

対象の場合、申請をしたうえで利用となります。申請方法は、各市役所の長寿支援課や長寿はつ

らつ課、ケアマネージャー等高齢者福祉担当にて相談・申請し１週間から１０日ほどで利用通知

が送付されます。 

 

★ 詳しい説明をご希望の方は、１階相談室、または各市役所にお問い合わせください ★ 
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病院よりお知らせ 
 

 

当院の改築工事に伴い、平成２５年１月１日（火）より当院の駐車場の一部が下図の通り移動

致しました。 

お車でお越しの際は、下図の■の部分の駐車場を御利用下さいませ。 

なお、新駐車場へは、私道区間の通行は避け、黄色の【 → 】に従ってご通行頂きますま

すようお願い致します。ご迷惑をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。 

また、市内循環バス「にいバス」の停留所も変更となっておりますので、併せてご案内致し

ます。 

 

改築に伴う駐車場移動のご案内とお願い  

Ｂ 

Ａ 

にいバスのバス停留所 
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 さわやかポスト 
新座病院では患者様からのご意見を広く受け付けるために外来の記載台上に投書箱を設置しており、頂いたご  

意見は院長始め幹部、ＣＳ向上委員会にて検討し全職員に回覧しております。また、出来うるかぎり掲示板や  

当広報誌にて回答をお知らせしていきますので、ご意見を投書して頂きますようおねがいします。  

 
ご意見 回 答 

ヘルパーの言葉が非常に厳しい。もっと親切にして下

さい。 

申し訳ございませんでした。患者様の気持ちを大事に

患者様の視点に立った接遇を心掛けて参ります。 

カルテの回りがとても遅い。 再度、状況把握と作業速度の向上、待っている方の心

境を考慮した業務が徹底出来るよう指導を強化して

参ります。 

会計が遅すぎる。 会計担当者の数を増員し、業務システムの大幅な見直

しを行い、少しでも短縮できるよう努めて参ります。 

予防接種時間以外にも接種してほしい。 一般診療の方から予防接種を受ける方への感染予防

の観点から、時間的な区別を行い予防接種を実施して

おります。ご理解の程お願い致します。 

診察番号を確実に実行して下さい。 実際の診療の都合上、止むを得ず順番が多少異なる場

合もございますが、番号札を順番通りお呼びできるよ

う、また、各窓口前に掲示してあります呼び出し番号

の更新につきましても滞りなく実施出来るよう関係

部署で再度徹底して参ります。 

こども医療費受給者資格証で会計がないのに、待たさ 

れるのは変では。 

どの患者様の診療内容も無料となる項目とお会計が

発生する項目が混在しており、また処方箋の記載不備

がないか等も確認しており、その為お時間を頂戴して

おります。今後も待ち時間を少しでも短縮できるよう

努めて参りますので、ご理解の程お願い致します。 

ＡＭ９：００ 声から２０代～３０代男性のＴＥＬの 

対応が悪かった。 

事務職全員に接遇の重要性を再教育し、電話だけでな

く各窓口でも失礼のない応対が出来るよう徹底して

参ります。 

 

～皮膚科外来の診療について～ 

平成２５年４月２日（火）より皮膚科外来の受付時間が変わります。 

診  察  日 毎週 火曜日・金曜日 

受  付  時  間 ８：００ ～ １２：００※ 

診  察  開  始 ９：００～ 

病棟回診時間 
１０：００ ～ １１：００ 

（回診中は外来診療を一時中断致します） 

担    当    医 東京医大から皮膚科の医師が来院し、診察を行います。 

※受付時間が１２：００まで と変更致しました。 
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診療担当医一覧表 

 

 

●西武池袋線：ひばりヶ丘駅下車、タクシーをご利用の場合は南口タクシー  

乗場より１０分 

 バスをご利用の場合は、北口バス停より志木駅行き又は朝霞台駅行きにて  

１０分、バス停「貝沼」にて下車、徒歩１０分 

●東武東上線：朝霞台駅下車 南口より、ひばりヶ丘行きにてバス２０分、 

バス停「道場」にて下車、徒歩１０分 

●武蔵野線：新座駅下車、タクシーで１５分 

 

 

 

交 通 案 内 

患者様無料送迎バス時刻表 
 

【ひばりヶ丘駅から乗り場までの案内図】 

 

 

※１７：０５発は、 

月曜日と木曜日のみ

運行します。 

日曜・祝祭日は運行しておりません  

 


